
平成２２年度 事後評価書

平成２２年８月

政策名 ４．中小企業・地域経済産業政策

施策名 ２１ 経営革新・創業促進

主管課名 中小企業庁 参事官室 主管課長名 参事官 宮本 聡

施策目的
※長期的インパ

クト

中小企業者が行う、新商品・新サービスの開発、商品・サービスの新たな生産・販売方式の導入等による事業展開の取組を支援することによ

り、中小企業の経営革新・創業等を促進し、中小企業の活性化・健全な発展を図る。

施策目標・指標
※中・短期的なア

ウトカム

下記４つの目標を実現することにより、施策目的である中小企業の経営革新・創業等の促進を図る。

（１）中小企業の新たな事業活動への取組を促進し、経営基盤の強化を図ること

中小企業の新たな事業活動への取組は、中小企業にとって質の高い経営の向上につながり、利益率の改善や生産性向上が図られることか

ら、経営革新事業を通じた経営基盤の強化を図る。また、特に、小規模企業の自助努力による経営革新や創業の取組の促進を図る。

【指標・目標】 （平成２２年度）

・ 経営革新計画の承認件数：５，０００件

・ 経営革新計画終了後に年３％以上の付加価値額等の伸びを達成した企業の割合：１００％

・ 基幹業務にＩＴを活用する中規模中小企業の割合：６０％以上

（２） 中小企業が新連携、地域資源活用や農商工連携の活用により、新たな事業活動の促進を図ること

新たなニーズに対応した、高付加価値の新商品・新サービスを提供していくために、中小商工業者等と農林漁業者との連携を含む異分野の

事業者との連携の活発化や地域に存在する産業資源の活用を図り、設備・技術・ノウハウなどの経営資源を有効に組み合わせた新事業活動の

促進を図る。

【指標・目標】 （平成２２年度）

・ 新連携の各認定案件の市場での取引実現達成率：８０％

・ 地域産業資源活用事業計画の認定件数：２００件

・ 農商工等連携事業計画の認定数：１００件

・ 市場志向型ハンズオン支援事業によるブラッシュアップ開始案件の１年以内の法認定率：８０％

（３） 高度な技術力を備えた中小企業の層にいっそうの厚みを持たせること

我が国の優れたものづくりの基盤となっている技術を担うものづくり中小企業者で潜在的な能力を有する者の新たな発掘や、技術の高度化に

資する研究開発の促進、高度なものづくり基盤技術を有する中小企業者の新たな事業の創出を図ることにより、我が国製造業の国際競争力を

支えるトップレベルの技術を備えた中小企業層の強化を図る。

【指標・目標】（平成２２年度）

・ 中小ものづくり高度化法における認定件数（累計）：1,500 件

・ 日本版 SBIR 制度における特定補助金等の実施件数：129 件

・ 日本版 SBIR 制度における特定補助金等の支出額：４３５億円

（４） 地域コミュニティの担い手としての商店街活動に着目し、中小商業・サービス業の活性化を図ること

商店街等が、引き続き地域コミュニティの担い手として、地域住民の生活を支える場として機能していくことができるよう、これまでに培われた社

会的機能の維持・向上を図るとともに地域住民等と連携して商店街全体の運営管理を強化することにより、中小商業・サービス業の活性化を図

る。

【指標・目標】（平成２２年度）

・ 中小商業活力向上事業（補助金）の実施件数：２３０件

・ 中小商業活力向上事業（補助金）の実績額：３１．８億円

・ 個々の事業ごとに歩行者通行量の増加や空き店舗率の低減といった目標値を設定。目標を達成した事業の割合：１００％

施策の必要性
※施策の背景、

行政関与の必要

性

少子・高齢化と人口減少、国際競争の激化など、我が国経済を取り巻く環境は大きく変化している。また、日本経済全体では景気が回復して

いるにもかかわらず、地域間では景況格差が見られる。

世界的な金融危機が発生し、世界経済が減速する中、輸出産業の減産が中小製造業の受注の大幅な減少をもたらすなど、中小企業

の業況や資金繰りが、急速・大幅に悪化している。

こうした状況の中で、引き続き経済の活力を維持するためには、中小企業の事業活動の活性化・発展が不可欠である。

そのため、中小企業においては経営資源を最大限活用し、自らの経営課題に迅速に取り組み、他とは異なる製品、サービスの開発など新た

な事業活動の取組が求められている。中小企業の経営革新支援については、技術や経営ノウハウ等のソフト面での情報提供、研究開発や先進
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的な技術の導入、ＩＴの活用、国内外の販路開拓、人材育成等多様な経営課題を支援することが必要である。

また、異なる分野の事業者が連携し、設備、技術、ノウハウなどの経営資源を有効に組み合わせて行う新事業活動や、消費者ニーズの多様

化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展の中、中小企業自らが、積極的に、消費者ニーズに合った新商品の開発または生産、新サービス

の開発または提供などによる経営力の向上を図ることが重要である。

さらに、国は、これらに関わる情報・成果の全国的な蓄積や、普及を通じた更なる取組の広がりを図り、中小企業の新連携や経営革新計画の

取組を活性化させることが必要である。また、地域による景況格差が見られる中で、地域経済の中核をなす中小商工業者等や農林漁業者の事

業活動を強化することが重要であるため、国として、こうした中小商工業者等と農林漁業者が産業の壁を超えて連携し、互いの有するノウハウ、

技術等の経営資源を活かし、両者の有する強みを発揮した新商品・新サービスの開発、販路の開拓等の前向きな取組を支援することにより、我

が国経済全体の競争力強化や地域経済の活性化に資するものである。なお、これらの連携については、都道府県を越えて連携している取組も

数多く存在しており、そのような中小企業の連携実態に対応するためには、国が広域的に支援することが必要である。

中小企業のうち中規模企業のみならず小規模企業については、情報収集、資金調達、人材の確保等、一般の企業と比較して大きなハンディ

キャップを有しており、今後の成長が見込まれる企業であっても、競争の機会を得られないまま淘汰される可能性があり、これに関しても国として

適切に支援することが必要である。

中小企業が担うものづくり基盤技術は、我が国製造業の国際競争力の重要な源泉の一つとなっている。激しさが一層増している国際市場に

おいて、我が国製造業が引き続き高い競争優位を確保し、安定的かつ持続的な経済成長を達成していくためには、ものづくり基盤技術の精度

向上等の高度化が求められている。ものづくり基盤技術の高度化を図るため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発等を

促進することが重要である。

商店街等の商業・サービスの集積地については、単に物販等の場としてだけではなく、立地環境や集積性等に恵まれ、様々な社会的機能が

蓄積した地域コミュニティの中核的存在になっている。国としては、その社会財としての機能を更に発展させるため、地域住民等と協力して行う

集積地の一体的な運営管理や、少子高齢化、安全・安心、低炭素・リサイクル等の社会的課題に対する取組を強化していくことが重要である。

施策目標実現

へ向けた取組

の全体像

施策目標を実現するために、具体的に下記の取組を展開していく。

（１）中小企業の経営革新等

中小企業の経営に関しては、自助努力を基本とし、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を始め、多様な課題に対応で

きるよう、技術や経営ノウハウ等のソフト面での情報提供、研究開発や先進的な技術の導入、ＩＴの利活用、販路開拓、人材育成などの支援を実

施する。また、小規模企業等の経営力の向上等を図るため、先進的な支援拠点の整備をはじめとする支援の強化を図る。

（２）中小企業の新事業活動の促進

中小企業が新事業分野に進んでいくためには、一企業単独での経営資源の脆弱性の解消に加え、都市と地方のインフラや情報面での格差

の解消等を図るための支援が有効である。このため、中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画、中小企業地域資

源活用促進法に基づく地域資源活用事業計画並びに農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画に対し、設備投資減税、政策金融

等の支援を実施するとともに、マーケティングやブランディング等に精通した専門家が市場調査、商品企画、販路開拓、事業性の評価等に係る

アドバイス等、事業計画の策定段階から事業化まで一貫したハンズオン支援を行う。また、中小企業が取り組む新たな事業活動における事業

化・市場化を促進するためには、国内外市場への販路開拓が重要であることから、積極的な支援を実施する。

（３）高度な基盤技術を有する中小企業層の厚みを増す環境の整備等

中小企業者のものづくり基盤技術を高度化するため、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（以下、「中小ものづくり高度

化法」という）に基づき、我が国製造業の競争力強化において高度化することが必要なものづくり基盤技術を指定し、各々の技術の高度化の方

針を指針として告示するとともに、当該指針に沿ったものづくり中小企業者の研究開発計画を認定し、予算、融資等の支援を行う。また、中小企

業者等による新技術を利用した事業活動を促進するため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」（以下、「中小新促法」という）に

基づき、国等の研究開発への中小企業の参加機会の増大等を図る（日本版 SBIR 制度における特定補助金額の実施件数及び補助金額の拡

大）。その他、中小企業者等の研究開発等を促進するために必要な支援を行う。

（４）地域コミュニティの担い手としての商店街等の活性化

商店街等の活性化を図るためには、地域住民の需要に応じた事業活動を支援することで、来街者数の増加や地域の活性化を図っていくこと

が有効である。このため、中小商業活力向上事業による資金面の支援、土地譲渡所得の特別控除や企業活力強化貸付制度などの税制面や金

融面での支援、人材派遣等による人材育成支援の強化を通じて全国各地におけるモデル的な取組を後押しするとともに、有用情報の収集・発

信を通じてその取組を全国に普及させていく。
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〈施策の取組の全体像〉

＜施策のロジックツリー＞ 施策の効果が発現するまでのロジック

経営力の向上

（経営革新）

創業促進

ハンズオン支援

中小小売商業振興

人材育成支援

JAPANブランド
創業 経営革新新連携

地域資源活用 農商工等連携

地域資源活用促進法 農商工等連携促進法

新事業活動促進法

新事業分野開拓支援 研究開発支援

成果活用支援
事業活動支援

新事業展開

新たな事業の創出

ものづくり

基盤技術

等

その他の支援

施策名
アウトカム目標（上位）
＜施策の大きな柱＞

アウトカム目標（中位） アウトカム目標（下位）

新事業活動が行われる 新商品・新役務が開発・生産・提供される

商品・役務の新生産・新販売の方式が導入される

事業展開における資金面での支援がなされ
る

初期投資が軽減される

事業者のニーズに対応した資金供給がされる

事業展開における情報の収集と提供がなさ
れる

的確な市場ニーズが提示される

効果的に情報収集、提供がなされる場・機会ができる

経営に必要な資金と設備が供給される 必要な資金が供給される

必要な設備が維持・導入される

中小企業の雇用が増加する

中小企業で働きたいとする人が増える

市場ニーズを踏まえた高度化技術開発に挑戦するも
のづくり中小企業が増加する。

中小企業に技術開発をするための資金が投入される。

創業等に必要な資金が投入される。

必要な最新の情報が収集されるとともに、情報が広く
提供・利用される。

地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への
取組を支援し雇用を確保する

経営に必要な相談等の支援が行われる 必要な経営相談が受けられる

中小企業の活性化に必要なノウハウ等が提
供される

必要なノウハウ等が収集される

ニーズに適したノウハウ等が適切に提供される

経営力・生産力向上のためのサービスが提
供される

サービスが広く提供され、利用することができる

事業展開における人的資源が確保される 事業展開のためのノウハウ・技術が移転される

事業展開のための人的ネットワークを構築する

事業展開における資金面での支援がなされ
る

初期投資が軽減される

事業者のニーズに対応した資金供給がされる

事業展開における情報の収集と提供がなさ
れる

的確な市場ニーズが提示される

効果的に情報収集、提供がなされる場・機会ができる

商業・サービスが集積する 商業が集積し、利用者の選択肢が拡大する

サービスが集積し、利用者の選択肢が拡大する

街としての機能が向上する、活性化する 利用者の利便性（距離、時間）が向上する

消費者の生活水準・満足度が向上する

中小企業で働く人材が確保される

新たな連携や地域資源の活用により、
新事業分野の開拓が進む

社会的機能が向上し、商業・サービス
が活性化し、消費者の利便性が向上す
る

21 経営革新・
創業促進

経営革新により、新商品・新役務の開
発・生産・輸送・販売等企業内の活動
が効率化・活性化する

経営基盤が強化され、企業の活動が活
性化するとともに、新たな創業も活発化
されて、新産業・雇用が創出される 創業等が円滑に行われ、開業率が廃業率を

上回る状態を維持する

中小企業の技術が高度化される
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施策の実施状

況、目標の達成

状況＜インパク

ト、アウトカムの

検証＞

《施策の開始時期》 平成１８年度

《目標達成状況・指標の推移》

（１） 経営革新の促進等

世界経済の減速に伴い、我が国中小企業の業況は 2008 年後半から急速に悪化し、新製品・新サービスの開発・提供など経営革新に繋がる前向き

な取組が行いづらい状況であったため、経営革新計画承認件数は、平成 20 年度、平成 21 年度と停滞気味であった。目標の到達率は H20 年度：

85%、H21年度：88%と急激な景気の冷え込みの中にあっても一定の成果を収めていると考えることができる。また、経営革新計画（3～5年）終了後に、

承認要件である年 3％以上の付加価値額等の伸びがあった企業の割合については、平成 21 年度に目標を 50%から 100%に引き上げたところである

が、特に世界金融危機以降の需要・受注量の減少、販売単価減・コスト削減等による売上不振、資源価格・仕入価格の高騰などの外部環境が影響

したことにより、目標達成には至っていない。

指標 H１６年 H１７年度 H１８年度 H１９年度 H２０年度 H２１年度 目標値(H２２年度)

経営革新計画承認件数 4,327 件 4,416 件 5,260 件 4,743 件 4,261 件 4,395 件 5,000 件

経営革新計画終了後に年３％以

上の付加価値額等の伸びがあっ

た企業の割合

49.2％ 57.3％ 59.0％ 62.7％ 53.2％ 47.2％
目標達成率として

100％を目指す。

（２） 中小企業の新事業分野への開拓

地域資源活用促進法、農商工等連携促進法における認定件数については、平成 22年度の目標値が達成可能と見通せる水準にまで到達しており、

新事業活動促進法において認定された新連携事業の市場取引実現達成率についても、これまでの取組の積み重ねにより、平成22年度の目標に近

づきつつある。また、市場志向型ハンズオン支援事業による法認定率についても平成２２年度の目標値を達成できる水準に到達している。

指標 H１６年度 H１７年度 H１８年度 H１９年度 H２０年 H２１年度 目標値(H２２年度)

新連携の各認定案件の市場での取引実

現達成率
38.0% 53.9% 64.1% 70.1% 73.6% 80％

地域資源活用促進法における認定件数 317 件 271 件 240 件 年間 250 件

農商工等連携促進法における認定件数 185 件 187 件 年間１00 件

市場志向型ハンズオン支援事業によるブ

ラッシュアップ開始案件の１年以内の法

認定率

83.6％ 80.1％ 80％

（３） 高度な技術基盤を有する中小企業層の厚みを増す環境の整備等（ものづくり基盤技術の強化）
中小ものづくり高度化法における認定件数、日本版 SBIR 制度における特定補助金の実施件数・補助金支出額は、これまで順調に推移して

おり、高度な技術基盤を有する中小企業層の厚みを増すこと及びその環境の整備等に貢献しているといえる。また、平成 22 年度の目標を達

成できる見通しであり、引き続きものづくり基盤技術の強化が図られると見込まれる。

指標 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 目標値(H22 年度)

中小ものづくり高度化法における認

定件数（累計）
487 件 653 件 785 件 1,411 件

1.500 件

（累計）

SBIR 特定補助金等の実施件数 60 件 58 件 64 件 89 件 91 件 111 件 129 件

SBIR 特定補助金等の支出額 280 億円 300 億円 310 億円 370 億円 390 億円 389 億円 435 億円

（４） 地域コミュニティの担い手としての商店街等の活性化

平成 19 年度から平成 21 年度にかけての実施件数や実績額の伸びが今後とも維持できれば、中小商業活力向上事業の目標値により近い水準まで

達成することが可能であると見込まれ、少子高齢化、安全・安心、低炭素・リサイクルの社会的課題に対応した取組を支援することを通じて、地域コミ

ュニティの担い手としての商店街の活性化及び中小商業・サービス業の活性化に一定の役割を果たしていると考えられる。

指標 H１６年度 H１７年度 H１８年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 目標値(H22 年度)

中小商業活力向上事業の実施件数 ６９件 ５４件 １２２件 １５４件 ２３０件

中小商業活力向上事業の実績額 １８．３億円 １０．３億円 １２．１億円 ２０．３億円 ３１．８億円

個々の事業ごとに設定した目標達

成・一部達成した事業の割合
６４％ ６９％ ５９％ －

目標達成した事業の

割合１００％を目指す

《投入コスト》

Ｈ ８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０ 度 Ｈ２1 年度 H２２年度 H２３年度

総予算執行額（億円） ２６９．３ ３１３．５ ３５２．４ ４６７．２
５３５.６

（予算額）

４６９．１

（要求額）

※総予算執行額は、施策の各年度における事業構成に基づいて集計された額であるため、予算要求書における額とは必ずしも一致しない。

※平成 18年度の執行額は、３４施策への整理が未実施であったため、参考値として記載する。

※総予算執行額には、独立行政法人運営費交付金事業及び再掲事業、共通管理経費、事務費を含まない。
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今後の課題、改

善の方向性、施

策の展開

<これまでの成果>

地域における中小企業の創意工夫あふれた新たな事業活動の創出に対する支援については、2005 年度に制定された｢中小企業の新たな

事業活動の促進に関する法律（以下、「中小企業新事業活動促進法」）｣、2007 年度に制定された｢中小企業による地域産業資源を活用した事

業活動の促進に関する法律（以下、「中小企業地域資源活用促進法」）｣、2008 年度に制定された、｢中小企業者と農林漁業者との連携による事

業活動の促進に関する法律（以下、「農商工等連携促進法」）｣に基づき認定を行うことで積極的に実施してきたところ。具体的には、異分野の中

小企業同士の連携や、地域産業資源の活用、中小企業者と農林漁業者との連携によって行われる新たな商品開発や、当該商品の販路開拓の

取組に対して法改定を行うとともに、予算、融資、税等での総合的な支援を実施してきた。このうち、異分野の中小企業者同士の連携事業につ

いては、開発された新商品の総売上高が補助金投入比の約１２倍という成果をあげている。

「中小ものづくり高度化法」に基づき、我が国製造業の競争力強化において高度化することが必要なものづくり基盤技術を指定し、各々の技

術の高度化の方針を指針として告示するとともに、当該指針に沿ったものづくり中小企業者の研究開発計画を平成 21 年度までに累計 1,441 件

認定し、予算、融資等の支援を行った。また、中小企業者等が新技術を利用した事業活動を促進するため、「中小新促法」に基づき国等の研究

開発予算における中小企業への支出機会の増大等を図り、平成21年度は日本版SBIRにおける特定補助金等の実施件数111件、支出額389

億円となった。その他、ものづくり基盤技術を活用した中小企業の試作開発等支援、地域を主体とした研究体による研究開発支援、研究開発を

促進する税制面での支援等を行った。

地域コミュニティの担い手としての商店街等を活性化させるため、少子高齢化への対応や安全・安心なまちづくり、商店街の生産性向上等の

全国的課題に対して、商店街振興組合等が一体となって行う商業活性化の取組に対して支援を行ってきた。

<今後の施策展開>

今後も引き続き、中小企業新事業活動促進法、中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法等による新事業の取組を積極的に支援

していくとともに、更なる事業展開の促進を図るため、事業計画遂行のサポートについて、事業者のフェーズに応じて課題解決を図れる専門家

支援を実施する。また、出口支援も重要であるため、中小企業の国内外への販路開拓の実現に向けた支援については、新たな施策として位置

づけを行い、強化していく。

さらに、小売業を巡る事業環境が引き続き厳しさを増している一方、少子高齢化が進み地域コミュニティの機能低下が懸念されており、地域住

民からは、商店街が地域に根ざした存在として、地域コミュニティを維持・発展させる役割を担うことへの期待が高まっていることを踏まえ、地域コ

ミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公共的役割の向上を通じて商店街等ににぎわいを創出し、活性化を図るための施策を展開

する。

具体的には、以下の通り施策展開を図る。

○経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業については、事業仕分けの評定を踏まえ「中小企業経営支援体制連携推進強化事業」と

して、日常的な経営支援に取り組む中小企業団体や税理士・公認会計士などのパートナー機関の経営支援機能を保管・強化するための後

方支援機関として「中小企業応援センター」の設置による支援を図る。

○中小企業再生支援協議会事業については、各協議会における再生計画策定支援（２次対応）案件における事業・財務デューデリジェンス費

用の拡充を図る。（２１年度第３四半期の時点では、５２９件の計画策定支援を実施。）

○小規模企業対策推進事業については、地域の資源（農水産品、文化、技術、産業など）を活用した複数の特産品、観光資源等を束ねて一

定期間に集中的に行う新たな集客型の販路開拓又は普及に関する事業の拡充を図る。

○新事業活動促進支援事業については、地域における新たな事業活動を創出するため、地域に根ざした農林水産業者と中小商工業者との連

携を促進する「農商工等連携」、産地の技術、農林水産品、観光資源等の地域産業資源の活用を促進する｢地域資源活用｣、異分野・異業種

の中小企業者同士の連携を促進する「新連携」に取り組む中小企業者による新商品・新サービスの開発や販売促進等の取組への積極的な支

援を図り、全国に波及すべき成功事例の抽出に向けて取り組んでいく。

○新事業創出支援事業については、農商工連携、地域資源活用、新連携の支援の枠組みにより、新事業に取り組む中小企業者に対して、事

業計画策定から販路開拓まで一貫したきめ細かな支援を行い、特に事業化に向けたフォローアップ支援を強化していく。

○ＪＡＰＡＮブランド戦略展開支援事業については、複数の中小企業が協働し、自らが持つ素材や技術等の強み・弱みを踏まえた戦略を策定

し、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本市への出展等の取組を支援し、中小企業の海外販路開拓の実現を図り、世界に通用す

る「ＪＡＰＡＮブランド」の確立につなげる。

○地域産品販路開拓機会提供支援事業については、中小企業者に対して、大手流通事業者との契約締結と百貨店等における商品の試験販

売の機会を提供することにより、販路開拓ノウハウの蓄積を支援する。

○「中小ものづくり高度化法」の認定を受けた研究開発計画に対する予算、融資等の支援を着実に行うとともに、事業化支援の充実を図る。ま

た、中小企業者等が新技術を利用した事業活動を促進するため、「中小新促法」に基づき、引き続き国等の研究開発予算における中小企業

への支出機会の増大等を図る。その他、中小企業者の研究開発等を促進するために必要な支援の充実を図る。

施策の有効性・

効率性
※施策効果

※施策効果と施

策コストとの関

《施策効果・有効性》

我が国製造業を支える中小企業は、我が国全体の付加価値の６割弱を占めており、中小企業の新事業活動や経営革新（経営の効率化、イノ

ベーションの創出等）・創業を図ることは、中小企業の事業活動の活性化のみならず、我が国製造業の国際競争力を強化し、新事業の創出を通

じて、国民経済の健全な発展に寄与するという中･長期的な効果が期待できる。

さらに、中小企業の新事業活動や経営革新・創業を支援することは、これらの活動が中小企業の行う事業活動の中でも特に新たな価値を生
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係、他の施策

手段との比較

等

み出す蓋然性が高く、当該事業活動を積極的に支援することが経済全体を活性化することにつながる。

特に、経営基盤が脆弱な中小企業者が新商品・新サービスの開発等を効率的に行うためには、コスト・リスクが高い初期段階の試作、実験等

に係る負担を軽減することが課題となっている。このような事業者に対して、農商工連携、地域資源活用、新連携といった枠組みを活用し、新商

品企画・試作等に係る費用の一部を補助することにより、資金繰りを緩和し、早期の事業化を後押しすることが可能となることから、中小企業者の

積極的な新事業へのチャレンジを促進する上で有効である。

《効率性》

新事業活動の促進支援に当たっては、異なる分野の事業者が連携し、設備、技術、ノウハウなどの経営資源を有効に組み合わせた新事業活

動や、地域の優れた技術・技能、特色ある一次産品といった潜在力を最大限に活用した新事業活動を支援することにより、相乗効果による技術

力ある中小企業の創出、新事業展開や経営革新への取組が期待できることから、効率性が高いと考えられる。

なお、補助金投入に対する売り上げの比率は、「地域資源活用」で８倍、「農商工連携」で３倍、「新連携」で１２倍を達成できている。

関連する閣議

決定や施政方

針演説等にお

ける位置付け

○ 未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）（平成２１年４月１７日、内閣府・経済産業省）

Ⅱ．各分野の主な重点プロジェクトのテーマと概要

３．魅力発揮

・ソフトパワー発揮プラン

・地域の産業構造の変革

・中小・小規模企業のものづくり企業の技術開発・実用化・販路開拓支援等（ものづくりの基盤となる２０技術と次世代産業の確立）

○ 経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日、閣議決定）

・ 商店街が地域コミュニティの担い手として重要な役割を果たすことを踏まえ、空き店舗利用、地域資源活用等による商店街活性化の取組を

積極的に推進する。

・ ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発、人材の育成・活用などによる雇用のミスマッチ解消、国内外市場の販路開拓、経営

や事業再生の支援、「独禁法」、「下請法」等による取締強化等を通じて、中小企業を総合的に支援する。

○ 経済危機対策（平成２１年４月１０日、「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）

３．底力発揮・２１世紀型インフラ整備

（２）先端技術開発・人材力強化、中小企業支援

・ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発等を行う中小企業への支援

・中小企業事業再生支援の強化（中小企業再生支援協議会の支援体制強化等）

○中小企業憲章（平成２２年６月１８日、閣議決定）

２．基本原則

三．創意工夫で、新しい市場を切り拓く中書企業の挑戦を促す

・中小企業の持つ多様な力を発揮し、創意工夫で経営革新を行うなど多くの分野で自由に挑戦できるよう、制約の少ない市場を整える。

また、中小企業の海外への事業展開を促し、支える政策を充実する。

○新成長戦略（平成２２年６月１８日、閣議決定）

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

（４）観光立国、地域活性化戦略

・６次産業化（生産・加工・流通の一体化等）や農商工連携、縦割り型規制の見直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在需要を発

揮し、新たな産業を創出していく。

○新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定） 工程表 Ⅳ観光・地域活性化戦略 ～中小企業の活性化～

・SBIR（中小企業技術革新）制度における段階的競争選抜方式の本格導入

施策に対するユ

ーザーや有識

者の意見

○行政刷新会議第２WG（平成２１年１１月）での評価者発言

・ 「本事業（中小商業活力向上事業等）は、商店街・中心市街地や地域の中小企業の活性化のために補助を実施するものであり、この重要性

については申し上げるまでもございませんが（以下、略）」

○経営革新関係、新連携関係

・平成 20 年度経営革新の評価・実態調査報告書

（経営革新）

・施策に対する満足度があるが、金融機関の支援については満足度が高く、融資に関しては機能していると思われる（有識者）。

・政府系金融機関の低利子融資について、活用した企業のほとんどが「十分効果があった」若しくは「やや効果があった」と回答している（ユ

ーザー）。

○ 農商工等連携関係（平成 20年度中小企業政策審議会第 1回経営支援部会（平成 20 年 6 月）での委員発言）

・我が国の農林水産業はポテンシャルがあり、それを生かすためには商工業者のノウハウを取り入れる必要がある。農商工連携はそのような取組

を支援するものなので、とても高く評価している。

・平成２１年度農商工等連携認定事業 事業状況等調査報告（平成２２年６月）での事業者のコメント）

農商工連携支援事業に取り上げられたことで、知名度も上がり、商談も数件あった。
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○地域資源活用（平成 21年度地域資源活用認定事業 事業状況等調査報告（平成２２年６月）での事業者コメント）
・本事業が認定され、事業を実施したことで、平成 21 年は予想以上の営業実績を達成することができた。

・この制度のお陰で、日本国内のみならず、海外の展示会まで出展することができ、非常に勉強になるとともに、海外展開を試みた

ことが会社のイメージアップと宣伝にも繋がったと感じている。これを機会にどんどん若い人材を海外に出して、世界レベルで物を

見ることができる人材を育てていきたい。

○ 中小企業再生支援協議会

地域における中小企業の再生支援については、産業活力再生特別措置法に基づき、平成１５年に都道府県毎に中小企業再生支援協議会

が創設され、これまで、１４，１７４件の相談を受け付け、１，７７３件の再生計画を策定、１１万２千人余りの地域中小企業の雇用を確保（平成２０年

３月３１日現在）してきたなど、着実な実績を挙げてきた。本協議会は、同法において、平成２０年３月末までの間に内外の経済情勢の変化を勘

案しつつ、同法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うこととされているが、これまでの実績及び今

後の地域経済において担うべき役割を踏まえれば、機能を強化して引き続き継続することが求められる。（平成１９年１月中小企業政策審議会答

申）

○中小企業政策審議会経営支援部会（平成１７年９月）での委員発言

・技術開発

サポーティングインダストリーといわれる中小企業は、実は、相当の実力を持っており、それらのサポートがないと大手企業の技術開発が

遅れる状態。その技術課題を絞り込み、何が足りないのか、何が必要なのかを見極めていくことが必要。

○中小企業政策審議会経営支援部会（平成１７年１１月）での委員発言

・技術開発

①中小企業は、研究開発に時間、人を費やすのが難しい。川下ユーザーのニーズやウォンツが分からない中小企業もいることから、当社で

は、開発購買といった形で共同開発を行いながら、スペック、価格、品質を作り上げていく、という取組を行っている。今回の政策として

は、１）重要基盤技術を洗い出し、各分野で技術開発テーマを抽出し、３～５年と時間軸を長めにとって支援、２）成果に結びつく可能性

が高い研究や技術開発を支援、３）技術のマッチングを行う取組を支援、といった取組を行って欲しい。

②川上、川下の取組を実りあるものにするには、お互い手の内を明かさなければうまくいかないが、技術を盗まれるといったことがあり躊躇す

るところもある。そこで、制度的な担保があればお互い手の内をさらすようになるので、うまくいく鍵であると思う。

◇「施策の実施状況、目標の達成状況」欄に記載した指標に関する数値は、特に断りのない限り経済産業省調べ（２０１０年８月時点）。

※事後評価（施策及び施策に属する事務事業（予算）の評価）は、原則として毎年度実施する。
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２１ 経営革新・創業促進

番号
補助金・委託費・調査費
等名

会計名
再掲
（施策名）

新規
継続
終了

補助・
委託等

事業
開始
年度

直近
見直
年度

事業
終了
年度

21年度
予算額
（億円）

21年度
執行額
（億円）

22年度
予算額
（億円）

23年度
要求額
（億円）

事業概要

（１）
新現役チャレンジ支援事
業

一般会計 ― 終了 委託 H20 H20 H21 15.7 11,2 - -

大企業等の退職者及び近く退職を控えるシニア人材を「新現
役」と位置付け、新現役の有する技術・ノウハウを地域・中小
企業に活かすための仕組みを整備する。平成２２年度より「経
営力向上・事業承継等支援体制構築事業」に統合。
【経営支援課】

（２）
中小企業再生支援協議
会事業

一般会計 － 継続 委託 H20 H20 H27 45.4 41.3 50.1 45.0

産業活力特別措置法に基づき、４７都道府県の商工会議所
等の認定支援機関に中小企業再生支援協議会を設置し、企
業再生に関する知識と経験を持つ常駐専門家が、中小企業
再生についての相談を受け、課題解決に向けた適切なアド
バイスを実施する。
また、相談案件のうち、再生のために財務や事業の抜本的
な見直しが必要な企業について、常駐専門家と中小企業診
断士、公認会計士、弁護士等の外部専門家とで編成される
支援チームによ り、財務面・事業面についての調査（デュー
デリジェンス）等を行い、再生計画策定と金融機関との調整を
支援する。
【経営支援課】

（３） 養成研修事業 一般会計 － 継続 交付金 H16 H16 －
中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小企業の経営者、管理者向けの研修及び中小企業を支援
する機関の職員の研修を実施する。
【経営支援課】

人材対策事業 一般会計 - 新規 補助 H22 － － － － 76.2 70.0

就職が決まっていない新卒者を対象に、中小企業の生産現
場等に触れる機会を提供するとともに、中小企業で働く上で
必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得してもらうため、長
期間の職場実習（インターンシッ プ）等を実施する。（平成２２
年度補正予算）
【経営支援課】

（４）
中小企業連携組織対策
推進事業費補助金

一般会計 － 継続 補助 H12 H22 H24 11.6 8.4 11.1 7.0

中央会指導員等の指導能力開発のための研修・研究事業及
び県中央会並びに組合に対する指導・助成事業等を実施。
また、景況・経済動向や組合の先進的事例等組合の情報を
全国中央会が収集、分析、加工し、組合に対して情報提供を
行う。
【経営支援課】

(５)
外国人研修・技能実習
生制度適正化指導事業
費補助金

一般会計 － 終了 補助 H21 H22 0.5 0.1 0.3 －

外国人研修生の受入れを行う組合に対し、従来の組合運営
の指導に加え、中小企業診断士、経営コンサルタント等を派
遣し、個別の不適正な事例に是正・改善指導を行うことによっ
て、不正行為等の未然防止に努め、中小企業の円滑な研修
生受入を図る。
【経営支援課】

（６）
経営力向上・事業承継
等先進的支援体制構築
事業

一般会計 － 終了 委託 H20 H20 H21 54.6 52.3 － －

全国に、小規模事業者等の前向きな取組を支援するための
モデルとなるような先進的な拠点を整備する。小規模事業者
等の抱える固有の諸課題を把握し、団塊世代をはじめとする
全国の人材等を有効に活用しながら、企業のニーズに 対応し
た人材の派遣や経営支援を行う応援コーディネーターを 配置
する。
【経営支援課】

中小企業経営支援体制
連携強化事業

一般会計 － 継続 委託 Ｈ22 Ｈ２２ － － 40.2 45.0

中小企業の日常的な経営支援に取り組む中小企業団体や
税理士・公認会計士などの支援機関の経営支援機能を補
完・強化するため、その後方支援機関として「中小企業応援
センター 」を設置し、支援機関等への専門家派遣や農商工
連携、経営革新などをテーマとした 相談窓口の設置等によ
り、中小企業の経営力向上を図る。
【経営支援課】

（７）
小規模企業経営支援情
報・金融連携事業

一般会計 － 終了 委託 H20 H20 H21 2.7 2.3 － －

小規模企業等の生産性・経営力向上に必要な資金調達力
等を高めるため、企業の経営・財務情報及びマル経融資制
度に関する情報を活用し、小規模企業等に対する新たな経
営支援サービスとして 「小規模企業経営支援情報システム」
を構築する。
【経営支援課】

（８）
小規模事業対策推進事
業

一般会計 － 継続 補助 H14 H22 － 43.6 40.4 43.6 25.0

中小企業の中でも特に小規模事業者に対しては、その特性
に鑑み、その経営の改善を図るための指導事業の充実を図
ることが重要である。このため、「商工会及び商工会議所によ
る小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、全国の商
工会、都道府県商工会連合会若しくは商工会議所において
小規模事業者の経営改善や経営革新を支援する「経営改善
普及事業」を実施しており、この経営改善普及事業を円滑に
かつ効率的に実施するため、各地の商工会等に対する指導
や情報提供等を実施する。
【経営支援課】

終了 委託 2.4 2.3 8.5 -

継続 補助 9.7 5.3 6.5 5.9

（10）
小規模事業者経営改善
資金融資事業（マル経補
給金）

一般会計 － 継続 補給金 S48 S48 － 36.0 36.0 36.0 36.0
小規模事業者経営改善資金融資制度の円滑な運営を引き
続き図るため融資損失を補填する。
【経営支援課】

（11）
新事業活動促進支援補
助金

一般会計 － 継続 補助 H21 H21 H25 60.2 43.5 42.5 38.2

中小企業者が行う、経営資源又は地域資源を活用した新商
品・新サービスの 開発等による事業展開の取組を支援するこ
とにより、中小企業の新事業活動等を促進し、中小企業の活
性化・健全な発展を目指すとともに、新連携・地域資源・農商
工等連携の一体的運用による利用者の利便性向上を図る。
【新事業促進課】

H25H21
ＪＡＰＡＮブランド戦略展
開支援事業

一般会計

○
（２０中小
企業事業
環境の整
備）

地域の輸出を促進するため、世界に通用する地域産品のブ
ランド力（ＪＡＰＡＮブランド）確立を目指し、地域の中小企業
者が一丸となって行う取組みに対し、ブランドの創成から発展
に向けた段階的支援を行う。また、併せて全国事務局による
海外見本市出展やバイヤーとのマッ チング等を行う。
【新事業促進課】

施策目標を実現するための具体的措置

【予算措置】

Ｉ．経営革新・創業促進

（９）
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(12)
市場志向型ハンズオン
支援事業

一般会計 － 継続 委託 H19 H19 H23
中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

農商工等連携、地域資源、新連携による新事業活動等に取
り組む中小企業者を支援するため、地域ブロックごとに支援
事務局を設置する。支援事務局では、マーケティングやブラ
ンディング等に精通した専門家が、新商品・新サービスの開
発・販売に取り組む中小企業者等の相談に応じ、市場調査、
商品企画、販路開拓、事業性の評価等に係るアドバイスなど
一貫したハンズオン支援を行う。
【新事業促進課】

(13)
地域産品販路開拓機会
提供支援事業

一般会計 - 継続 委託 H22 H26 - - 1.2 1.0

中小企業者に対して、大手流通事業者との契約締結と百貨
店等における商品の試験販売の機会を提供することにより、
販路開拓ノウハウの蓄積を支援する。
【新事業促進課】

(13)
中小企業総合経営支援
事業

一般会計 － 継続 交付金 H21 H25
中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小企業支援の要請に応えるべく、全国の各支援機関との
多様な連携を図りながら、各支援機関からの要望や高度な支
援ニーズに基づき、専門家派遣等による販路開拓支援や全
国規模で実施する商談会等の直接支援を自ら実施するととも
に、支援機関を支援するための各種研修やセミナー等を実
施する。また、地域活性化・施策普及を目的としたフォーラム
の開催や支援施策の情報提供等の支援を実施する。
【経営支援課】

（14）
中小企業全国支援機能
強化事業

一般会計 － 継続 交付金 H21 H25
中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

中小機
構交付
金

支援機関を支援するための有効なツールとなる、①経営力向
上・事業承継等支援体制構築事業（地域力連携拠点事業）、
②市場指向型ハンズオン支援事業全国本部事業、③中小企
業再生支援全国本部事業の３事業に関して、その全国支援
機能を、豊富な中小企業支援のノウハウや実績、全国規模で
の支部機能を有する中小企業基盤整備機構が担い、重点事
業として実施する。
【経営支援課】

（15）
ＳＢＩＲ段階的競争選抜
技術革新支援事業

一般会計 － 継続 交付金 H20 H20 H24
ＮＥＤＯ
交付金

ＮＥＤＯ
交付金

ＮＥＤＯ
交付金

ＮＥＤＯ
交付金

革新的でリスクの高い研究開発を行う中小・ベンチャー企業
の有する新技術の事業化を支援するため、他の省庁・独立行
政法人と協力・連携して調達可能性のある研究テーマ等を設
定し、段階的競争選抜方式の導入等により、中小企業技術
革新制度（ＳＢＩＲ制度）を革新する。
【創業・技術課】

（16）
中小商業活力向上施設
整備事業

一般会計 － 終了 補助 H18 H18 H22 20.6 7.4 12.0 -

少子高齢化、安全・安心、低炭素・リサイクル等の社会的課
題等に対応した中小商業活性化の取組のうち、省エネ型
アーケードやバリアフリー型カラー舗装等、特に公共性の高
い施設整備事業に対して必要な経費を補助する。（公債）
【商業課】

（17）
中小商業活性化支援事
業

一般会計 － 終了 補助 H18 H18 H22 21.4 12.9 19.8 -

商店街等が行う、少子高齢化、安全・安心、生産性向上等の
社会課題に対応した商業活性化への取組を支援。具体的に
は、創業者支援のためのインキュベータ施設や防犯カメラ設
置等のハード事業、及び空き店舗を活用したコミュニティ施設
やアンテナショップの設置・運営、商店街運営を担う人材育
成事業等のソフト事業に対して経費の一部を補助。（非公債）
【商業課】

（18） 中小商業活力向上事業 一般会計 － 新規 補助 H23 H23 H27 - - - -

地域コミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公
共的役割の向上を図ることで、商店街等ににぎわいを創出し
活性化を図ることを目的として、商店街等が行う少子高齢化、
安全・安心、生産性向上、創業・人材等の社会課題に対応す
る商業活性化の取組等を支援する。具体的には、空き店舗を
活用した子育て支援施設の設置・運営といった少子高齢化
に対応する事業、防犯カメラの設置や防犯活動といった安
全・安心に資する事業や電子マネーシステム導入といった生
産性向上に資する事業等の活性化支援事業や教養文化施
設、アーケード、カラー舗装、商業インキュベータ施設等の施
整 事業 支援 行

（19）
全国商店街組合連合会
補助金

一般会計 － 継続 補助 S44 H22 H26 0.3 0.07 2.2 2.2

全国商店街振興組合連合会が行う都道府県振連に対する研
修事業等及び、商店街のコミュニティ活動支援等のための商
店街の実践活動事業に対して支援を行う。
【商業課】

（20） 戦略的技術支援事業 一般会計 － 継続 委託 H21 H25

119.1

（補正）
132.5

211.9

一部繰
越

184.5 170.0

我が国重要産業の競争力を支える基盤技術の高度化等に
向けて、革新的な研究開発や、生産プロセスイノベーション
等を実現する研究開発に取り組む中小企業を支援する。ま
た、研究開発を起点とした新事業、新産業創出による地域経
済の活性化を図るべく、地域のリソースを最適に組み合わせ
た研究体による研究開発を実施する。
【創業・技術課、地域技術課】

（21）
ものづくり中小企業製品
開発等支援事業

一般会計 － - 補助 - - -
(補正）
572.6

繰越 - -

ものづくり中小企業が行うものづくり基盤技術を活用した試作
品開発及びその成果に係る販路開拓等への取組を支援す
る。
【創業・技術課】

（22）
産学連携人材育成事業
のうち、中小企業ものづ
くり人材育成事業

一般会計
○
（01産業
人材）

終了 委託 H19 H19 H22 3.8 3.0 0.9 -

地域の産業界と教育界（工業高校等）とのマッチングの機会
を提供し、中小企業の若手技術者育成、工業高校等の実践
的な教育プログラムの充実を支援しつつ、その普及を図る。
【創業・技術課】

Ⅱ．中小企業のモノ作り基盤技術の強化
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２１ 経営革新・創業促進

番号 政策金融名
金融機関
財投機関

再掲
（施策名）

新規
継続
拡充

創設
年度

融資
割合
（％）

貸付・出資対象
融資
限度額
（億円）

貸付利率
貸付
期間

貸付・委託
実績（件）
（億円）

２３年度
貸付・委託
見込額
（億円）

概要・要求理由

H11
・経営革新計画
承認企業

H14

・新事業活動を
行い、経営の向
上が２年間で４％
以上の付加価値
額の伸び率が見
込まれるもの

H19
・地域産業資源
活用事業計画認
定企業

H20
・農商工等連携
事業計画認定企
業

（２）
小規模事業者経営改善
貸付資金

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 継続 S48 １００ 小規模事業者 0.1億円 経営改善利率

設備
７年以内
運転
５年以内

42,655件
1,827億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

商工会議所等の実施する経
営改善普及事業における経
営指導を金融面から補完
し、経営改善普及事業の実
効性を確保するため商工会
議所等の推薦に基づき、日
本政策金融公庫から無担
保、無保証人、低利で融資
する。

（３） 新創業融資制度
日本政策
金融公庫
（国民）

－ 継続 H13 33.3
新たに事業を始
める者及び創業
後２年未満の者

0.1億円
基準金利＋
1.65%

設備
７年以内
運転
５年以内

11,562件
394億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

日本政策金融公庫を通じ
て、起業をしようとしている方
や起業して間もない方に対
し、ビジネスプランの審査の
上、無担保・無保証人で融
資をする制度。

日本政策
金融公庫
（中小）

－ 継続 100
7.2億円
（うち運転資
金2.5億円）

基準利率
成功払い型利率
（実績連動金利
型利率）

（固定金利型
貸付）設備15
年以内運転7
年以内（成功
払い型貸付）
７年

40件
12億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 継続 100 0.2億円

基準利率
成功払い型利率
（実績連動金利
型利率）

（固定金利型
貸付）設備15
年以内運転5
年以内（成功
払い型貸付）

707件
24億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

（６）
企業活力強化資金（中
小企業ものづくり基盤技
術関連）

日本政策
金融公庫
（中小）

－ 継続 H18 - 中小企業者等 7.2億円
基準利率
特別利率③

設備
20年以内
運転
7年以内

70件
９億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

中小企業のものづくり基盤
技術の高度化に関する法律
にもとづく経済産業大臣から
の研究開発等計画を受けた
中小企業者に対し特別利率
で貸付を実施する。

日本政策
金融公庫
（中小）

－ 継続 H22 - 7.2億円
基準利率
特別利率①

設備
20年以内
運転
7年以内

－

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 継続 H22 - ０.72億円
基準利率
特別利率①

設備
20年以内
運転
7年以内

－

日本政策
金融公庫
（中小）

7.2億円

612件
308億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

日本政策
金融公庫
（国民）

0.72
億円

4,244件
253億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

日本政策
金融公庫
（中小）

7.2億円

732件
448億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

日本政策
金融公庫
（国民）

0.72億円

10,946件
789億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

（９） 設備貸与機関貸付
日本政策
金融公庫
（中小）

― 継続 S41 ―
各都道府県の設
備貸与機関

貸与事業総
額の２分の
１以内

基準利率

８年以内（特
定の要件を満
たす場合13年
以内）

18件
13億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

小規模企業者等を対象とし
て設備貸与事業を行ってい
る都道府県の貸与機関に対
し、中小企業金融公庫が、
貸与事業に必要な資金の一
部を貸し付ることにより、小規
模企業者等の創業及び経
営基盤の強化の促進を図
る。

経営革新計画承認企業や
新連携計画、地域産業資源
活用事業計画及び農商工
等連携事業計画の各認定
企業に対し、当該計画に
従って行う事業に必要な資
金について低利融資を行
い、経営革新や新連携、地
域資源を活用した事業化、
農商工連携への取組を促進
するため。

企業活力強化資金（もの
づくり製品開発関連）

中小企業者等

中小企業のものづくり基盤
技術の高度化に関する法律
にもとづく特定ものづくり基
盤技術を活用した新製品・
新技術の開発等の取り組み
に対して特別利率で貸付を
実施する。

【政策金融・産投出資】

（１）

新事業活動促進資金
（経営革新関連、経営向
上関連、新連携関連、
地域資源関連、農商工
連携関連）

日本政策
金融公庫
（中小）

－ 拡充
・新連携計画認
定企業

日本政策
金融公庫
（国民）

0.72億円
682件
66億円
（H21）

3,600億円
の内数

7.2億円

基準利率
特別利率
①、③
（成功払い型利
率）

設備20年以
内

運転7年以内
(成功払い型
貸付）７年

852件
598億円
（H21）

24,327億円
の内数

H17

100

（４） 再挑戦支援資金 H19
廃業歴等を有す
る者

一度事業に失敗した起業家
の再チャレンジを支援する。

（７） ＩＴ活用促進資金 － 継続 H12 － 中小企業者等
基準利率
特別利率①、③

設備
15年以内
運転
７年以内

情報技術（IT）の普及変化に
関連した事業環境の変化に
対応するための情報技術
（IT）の活用の促進を図るた
めに支援する。

（８）
企業活力強化資金（商
業振興関連）

－ 拡充 H7 －

卸・小売・飲食
店・サービス業
者、事業協同組
合、特定会社等

基準利率
特別利率①,②,
③

（特定会社のみ
地域密着型劣後
ローン特例制度
適用可）

設備
20年以内
運転
7年以内

財政基盤が脆弱かつ経営資
源が乏しい中小小売商業者
や特定会社等に対して資金
供給を円滑にし、経営の近
代化・合理化等を図る。
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（10）
新事業育成資金（技術・
ノウハウ等に新規性のみ
られる者関連）

日本政策
金融公庫
（中小）

○
（20中小
企業の事
業環境整
備）

拡充 H11 -

新規性、成長性
のある事業を始
めて7年以内のも
ののうち、技術・
ノウハウ等に新規
性がみられる者
であって、一定の
製品化及び売上
が見込めるもの

6億円

【固定金利型】
特別利率③（貸
付後５年間）、
基準利率＋
0.2％（６年目以
降）

【成功払い型】
成功払い型利率
【社債及び新株

設備 15 年以
内運転7年以
内（成功払い
型貸付）７年

－
21,000億円
の内数

新たな技術やノウハウを持
ち、競争優位性を備えた中
小企業の取組を支援して、
我が国産業のイノベーション
を促進し、経済活性化を図
るため、技術・ノウハウ等に
新規性がみられる中小企業
の資金繰りを支援する。

日本政策
金融公庫
（中小）

－ 拡充 H11 -
7.2億円
（うち運転資
金2.5億円）

【固定金利型】
基準利率（土地
に係る資金を除く
設備資金につい
ては、2億7千万
円を限度として特
別利率③）
【成功払い型】
成功払い型利率

29件
27億円
（平成21年
度）

21,000億円
の内数

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 拡充 -
0.72億円
（運転資金
4.8億円）

【固定金利型】
基準利率。（土地
に係る資金を除く
設備資金につい
ては、特別利率
③）
【成功払い型】
成功払い型利率

8件
0．66億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

（12）
新規開業支援資金（技
術・ノウハウ等に新規性
のみられる者関連）

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 拡充 Ｓ５０ -

一定の要件に該
当する貸付対象
業種の事業を新
規開業後概ね5
年以内の技術・ノ
ウハウ等に新規
性がみられる者
であって、一定の
製品化及び売上

0.72億円
（運転資金
4.8億円）

【固定金利型】
基準利率（設備
資金について
は、特別利率③）
【成功払い型】
成功払い型利率

設備15年以
内運転7年以
内（成功払い
型貸付）７年

－
2３,000億円
の内数

新たな技術やノウハウを持
ち、競争優位性を備えた中
小企業の取組を支援して、
我が国産業のイノベーション
を促進し、経済活性化を図
るため、技術・ノウハウ等に
新規性がみられる中小企業
の資金繰りを支援する。

（13）
新事業活動促進資金
（技術・ノウハウ等に新規
性のみられる者関連）

日本政策
金融公庫
（国民）

－ 継続 H21 -

技術・ノウハウ等
に新規性がみら
れる者であって、
一定の製品化及
び売上が見込め
るももの。

0.72億円
（運転資金
0.48億円）

【固定金利型】
基準利率（土地
に係る資金を除く
設備資金につい
ては、特別利率
②）

【成功払い型】

設備
20年以内
運転
7年以内

19件
2億円
（平成21年
度）

2３,000億円
の内数

新たな技術やノウハウを持
ち、競争優位性を備えた中
小企業の取組を支援して、
我が国産業のイノベーション
を促進し、経済活性化を図
るため、技術・ノウハウ等に
新規性がみられる中小企業

（11）

女性、若者／シニア起
業家支援資金（技術・ノ
ウハウ等に新規性のみら
れる者関連）

女性、若年者（30
歳未満）、又は高
齢者（55歳以上）
であり、かつ、新
規開業後概ね5
年以内の技術・ノ
ウハウ等に新規
性がみられる者
であって、一定の
製品化及び売上
が見込めるもの。

設備20年以
内 運
転7年以内
(成功払い型
貸付）７年

新たな技術やノウハウを持
ち、競争優位性を備えた中
小企業の取組を支援して、
我が国産業のイノベーション
を促進し、経済活性化を図
るため、技術・ノウハウ等に
新規性がみられる中小企業
の資金繰りを支援する。
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２１ 経営革新・創業促進

番号 税制名 税目
再掲
（施策名）

新規
継続
延長
拡充

創設
年度

適用
期限

主な対象
過去の実績及び今後の見込
（減税実績額・見込額、減税効果等）

概要

H11
経営革新計画の承認企
業

【過去５年間の減税額】
平成17年度 3.6億円
平成18年度 4.4億円
平成19年度 5.1億円
平成20年度 4.6億円
平成21年度 1.2億円
（中小企業庁による試算）

中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革
新計画」の承認を受けた中小企業者等が取得
した機械装置に対して、取得価格の30％の特
別償却又は7％の税額控除（当期法人税額の
20％相当額を限度）いずれかの選択適用を認
める。なお、限度超過額については１年間の繰
り越しを認める。

H19
地域産業資源活用事業
計画の認定企業

平成19年度創設（平成19年10月認定開始）。
なお、平成19～21年度において本税制措置の
利用実績はない。

中小企業地域資源活用促進法に基づく「地域
産業資源活用事業計画」の認定を受けた中小
企業者等が取得した機械装置に対して、取得
価格の30％の特別償却又は7％の税額控除
（当期法人税額の20％相当額を限度）いずれか
の選択適用を認める。なお、限度超過額につい
ては１年間の繰り越しを認める。

H20
農商工等連携事業計画
の認定企業

平成20年度創設（平成20年9月認定開始）。
なお、平成20、21年度において本税制措置の
利用実績はない。

農商工等連携促進法に基づく「農商工等連携
事業計画」の認定を受けた中小企業者等が取
得した機械装置に対して、取得価格の30％の
特別償却又は7％の税額控除（当期の法人税
額の20％相当額を限度）のいずれかの選択適
用を認める。なお、限度超過額については１年
間の繰り越しを認める。

（２）
中小企業等基盤強化税
制（卸・小売及びサービ
ス業）

所得税
法人税

－ 継続 S62 H22
卸・小売・サービス業に属
する青色申告を行う中小
企業者

【過去５年間の減税額】
平成17年度 3.6億円
平成18年度 4.4億円
平成19年度 5.1億円
平成20年度 4.6億円
平成21年度 1.2億円
（中小企業庁による試算）

青色申告書を提出する中小卸売、小売及び
サービス業者等が、機械・装置又は器具・備品
を取得した場合に、初年度において取得価額
の30％の特別償却又は7％の税額控除（当期
の所得税額の20％相当額を限度）のいずれか
の選択適用を認める。尚、限度超過額について
は１年間の繰り越しを認める。
（対象設備）機械・装置 １台280万円以上

器具・備品 １台120万円以上

（３）
中小企業等基盤強化税
制（人材投資促進税制）

法人税
所得税

－ 継続 H17 H22
青色申告を行う中小企業
者

【減税額合計】
17年度 約 83億円
18年度 約116億円
19年度 約114億円
20年度 約 69億円
21年度 約 75億円

※17年度～19年度は大企業含む。
（経済産業省及び中小企業庁試算）

中小企業等が支出する教育訓練費が適用事業
年度の労務費にしめる割合の一定水準（０．１
５％）以上の場合、当該教育訓練費の総額の８
～１２％相当額を法人税額（個人事業者は所得
税額）から税額控除する。

（４）
保険会社等の異常危険
準備金（火災共済）

法人税 －
継続
延長

S28

恒久措
置
（積立率
上乗せ
部分は、
H25ま
で）

火災共済協同組合

○直近事業年度損金算入額

平成１７年度 ４億８，４００万円
平成１８年度 ４億２，３００万円
平成１９年度 ３億 ５６０万円
平成２０年度 ２億８，５３０万円
平成２１年度 ２億７，３６０万円

（出所：火災共済協同組合決算書）

なお、平成２１年度において、本税制措置の対
象となる火災共済協同組合等３組合のうち２組
合が特例措置を利用

損害保険会社等が、各事業年度において、責
任準備金の積立てに当たり、保険又はこれに類
する共済に係る異常災害損失の補てんに充て
るため、保険又は共済の種類ごとに、当期の正
味収入保険料又は正味収入共済掛金（当年度
保険料等）を基礎として計算した積立限度額以
下の金額を準備金として積み立てたときは、そ
の積立額の損金算入を認める。
この準備金は、異常災害損失が生じた場合に
はその損失の額、積立後10年を経過した場合
にはその積立額と［(異常危険準備金の金額＋
当期の積立額)－当年度保険料等×洗替保証
限度率］のいずれか少ない金額を、取り崩して
益金に算入する。

（５）
事業協同組合等の留保
所得の特別控除

法人税 － 継続 S39 H22 中小企業組合

【損金算入額の推移】
（数値は、サンプル調査による推計）
平成１７年度： ４０億円
平成１８年度： ５２億円
平成１９年度： ６０億円
平成２０年度： ７９億円
平成２１年度： ３２億円

出資金１億円以下の組合である事業協同組
合、協同組合連合会等のうち、設立後１０年以
内の法人の留保所得について、その利益積立
金額が出資金額の４分の１に達するまでは、そ
の留保所得の３２％の損金算入を認める。

（６）
中小企業等の貸倒引当
金の特例

法人税 － 継続 S41

恒久措
置（中小
企業組
合等に
係る特例
について
はH22ま
で）

中小企業組合

【減税見込額の推移】
平成１６年度 ３０億円
平成１７年度 １０億円
平成１８年度 ４０億円
平成１９年度 ２０億円
平成２０年度 １０億円
（財務省試算）

中小企業等については、一括評価金銭債権に
係る貸倒引当金の繰入限度額については、貸
倒実績率によらずに法定繰入率による繰入が
認められている。（租税特別措置法第57条の10
第1項、同法施行令第33条の9第4項）
（法定繰入率）
卸・小売業 １０／１０００
製造業 ８／１０００
金融・保険業 ３／１０００
割賦販売小売業 １３／１０００
その他 ６／１０００
協同組合等については、通常の繰入限度額の
１６％増しとすることができる。（租税特別措置法
第57条の10第2項）

（7）
中小企業技術基盤強化
税制

所得税
法人税

－ 延長 S60

恒久措
置（追加
的な税額
控除制
度につ
いては
H23ま
で）

研究開発を行う個人事業
者または資本金１億円以
下の中小法人等

【減収見込額の推移 （うち、中小企業分）】
平成１６年度 4,242億円（147億円）
平成１７年度 5,663億円（307億円）
平成１８年度 5,820億円（305億円）
平成１９年度 6,269億円（167億円）
平成２０年度 2,881億円（246億円）
（出典：国税庁『税務統計から見た法人企業の
実態』）
【参考】
平成２１年度 2,540億円（70億円）
（財務省による減収額試算）

法人税額や所得税額から試験研究費の12％分
を控除（法人税額の２０％を限度（※））する制度
に追加して、試験研究費の増加額に係る税額
控除と売上高に占める割合が１０％を超える試
験研究費にかかる税額控除とを選択的に適用
（法人税額の１０％を限度）できる制度。
（※）平成２１，２２年度においては、経済危機対
策として、３０％までの時限的拡充措置が講じら
れている。

（8）
特定の事業用資産の買
換の場合の課税の特例

所得税
法人税

－ 継続 S44 H22
事業協同組合、協同組合
連合会、組合員

損金算入額の推移
平成１７年度 0百万円
平成１８年度 108百万円
平成１９年度 0百万円
平成２０年度 58百万円
平成２１年度 0百万円

事業協同組合等が実施する中小企業高度化
事業の一形態である集団化事業へ参加する中
小企業の移転に伴い、旧資産の譲渡・交換で
生ずる譲渡益に対して、及び譲渡で生ずる譲
渡益を特別勘定により経理した場合に課税の
繰り延べ等を認める。

【税制】

（１）
中小企業等基盤強化税
制

所得税
法人税

－ 継続 H22
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（9） 青色申告特別控除 所得税 － 継続 Ｈ5
恒久措
置
青色申告を行う個人事業
主

【減税見込額の推移】
平成１６年度 ６５０億円
平成１７年度 ７００億円
平成１８年度 ８００億円
平成１９年度 ６６０億円
平成２０年度 ７１０億円
平成２１年度 ６００億円
（財務省試算）

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営
む青色申告者がこれらの所得に係る取引の内
容を正規の簿記の原則に従い記録し、その帳
簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損
益計算書等を添付した確定申告書をその提出
期限までに提出した場合には、不動産所得の
金額又は事業所得の金額から65万円の特別控
除が認められる。その他の青色申告者につい
ては、10万円の特別控除が認められている。

（10）
土地の譲渡所得に対す
る特別控除（中小企業高
度化事業に係るもの）

所得税
法人税

- 継続 S49
恒久措
置
高度化事業用に土地等を
譲渡した個人、法人

【過去５年間の減税額試算値】
平成１７年度 ０百万円
平成１８年度 １８百万円
平成１９年度 ０百万円
平成２０年度 ４４百万円
平成２１年度 0百万円

個人又は法人が所有している土地を、中小企
業高度化事業を実施する事業協同組合等に譲
渡した場合、土地を譲渡した者の譲渡所得から
１，５００万円を限度として控除又は損金算入を
認める。

（11）
土地の譲渡所得に対す
る特別控除（地域商店街
活性化法に係るもの）

所得税
法人税

－ 新規
H21
（地域商
店街活
性化法）

恒久措
置

法人及び個人
○平成２１年７月創設。
なお、平成２１年度において本税制措置の利用
実績はない。

地域商店街活性化法に基づく「認定商店街活
性化事業計画」又は「認定商店街活性化支援
事業計画」の用に供するために土地を譲渡した
場合､当該土地の譲渡所得について1,500万円
の特別控除又は損金算入を認める。

（12）
中小企業の事業再生に
伴う登録免許税の軽減
措置

登録免許
税

－ 新規 H21 H23
中小企業承継事業再生
計画の認定企業

【過去の軽減額】
平成２１年度：13．8百万円

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する
特別措置法に基づく「中小企業承継事業再生
計画」の認定を受けた中小企業が、認定計画に
従って事業譲渡や会社分割を行う場合の登記
について、登録免許税を軽減する。（株式会社
の設立登記（上限3,000億）：0.7%→0.35%、会社
分割による不動産所有権移転登記：0.8%→0.2%
等）

（13）
中小企業の事業再生に
伴う不動産取得税の軽
減措置

不動産取
得税

－ 新規 H21 H22
中小企業承継事業再生
計画の認定企業

○平成２１年６月創設。
なお、平成２１年度において本税制措置の利用
実績はない。

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する
特別措置法に基づく「中小企業承継事業再生
計画」の認定を受けた中小企業が、認定計画に
従った事業譲渡に伴い不動産を取得する場合
において、不動産取得税の六分の一を減額す
る。
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２１ 経営革新・創業促進

関連する法令・ガイドライン等名 法令・ガイドライン等の概要

中小企業の地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 地域資源（産地の技術、農水産品、観光資源）を活用した事業活動を支援する。

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするため、創業及び新たに設立
された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行
うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備する。また、新技術に関する研究開発のための補助金等につ
いて中小企業者等への支出増大を図るとともに、その成果の事業化を一貫して支援する。

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 地域を支える中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動を支援する。

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
全国の商工会及び都道府県商工会連合会若しくは商工会議所において、小規模事業者の経営改善や経営革新を支援する
「経営改善普及事業」を実施することにより小規模事業者の経営基盤の充実を図る。

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化に向けた
研究開発及びその成果の利用を支援する。

審議会等名 関連する検討内容

中小企業政策審議会経営支援部会

中小企業支援計画に係る諮問
地域資源を活用して新事業展開に取り組む中小企業に対する支援施策の在り方についての審議
農商工等連携の取組等についての審議
中小ものづくり高度化法に基づく特定ものづくり基盤技術の指定及び高度化指針等を付議

独立行政法人名 関連する業務概要

（独）中小企業基盤整備機構 中小企業者に対する相談・助言、高度な経営課題解決のための専門家派遣、中小企業大学校における研修事業等を実施。

【独立行政法人等】

【法令・ガイドライン等】

【審議会等】
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２１ 経営革新・創業促進

施策に関連する主な課室 関連する業務概要 当該業務の実施体制 関連する機構定員要求概要

経営支援部経営支援課
診断・助言、研修、組織・連携化、中小企業団体中央会、中小企業支援センター 商工
会等

経営支援課長 33人 －

経営支援部新事業促進課 新連携支援、経営革新支援、地域資源活用促進、農商工等連携促進 等 課長、１3人 －

経営支援部創業・技術課 技術力の向上、中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ） 課長、１４人 ―

経営支援部商業課 中小小売商業振興 課長、１３人 －

【実施体制】
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